
山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
五
十
三
号
　
　
令
和
七
年
四
月
十
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一
七
七

山
梨
県
公
報

第
五
百
五
十
三
号

令
和
七
年

四
月
十
日

木　曜　日

目

次

公

告

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
（
二
件
）	

一
七
七

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
変
更
に
伴
う
公
告	

一
七
八

選
挙
管
理
委
員
会

○
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
の
選
挙	

一
七
八

人
事
委
員
会

○
山
梨
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

一
七
八

公
安
委
員
会

○
技
能
検
定
員
等
審
査
の
実
施	

一
七
八

公
　
　
　
告

◉
　
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
近
津

用
水
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
四
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 
郎

一
　
退
任

役
職
名
氏
名

住
所

退
任
年
月
日

員
外
監

事

大
須
賀
秀
明
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
八
番
一

号

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

二
　
就
任

◉
　
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
山

土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
四
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
退
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
所

退
　
任
　
年
　
月
　
日

理
事
長

石
川
　
久

南
巨
摩
郡
身
延
町
下
山
千
八
百
八
十

四

－

一

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

副
理
事
長
佐
野
　
幸
彦
同
　
　
　
　
　
　
八
千
八
百
九
十
一
同

理
　
事

木
内
　
正
美
同
　
　
　
　
五
千
二
百
四
十
七

－

一
同

同

松
山
　
京
介
同
　
　
　
　
　
　
九
千
二
百
九
十
二
同

同

神
田
　
秀

同
　
　
　
　
　
　
二
千
五
百
八
十
七
同

同

牛
奥
　
輝
光
同
　
　
　
　
　
　
二
千
三
百
四

－

一
同

同

若
林
　
俊
明
同
　
　
　
　
五
千
二
百
五
十
八

－

一
同

同

遠
藤
　
克
己
同
　
　
　
　
　
　
　
　
二
千
五
百
一
同

監
　
事

山
内
　
規
之
同
　
　
　
　
　
　
八
千
六
百
七
十
一
同

同

井
上
　
隆
雄
同
　
　
　
　
　
　
八
千
四
百
五
十
九
同

二
　
就
　
任

役
職
名
氏
名

住
所

就
任
年
月
日

員
外
監

事

山
本
伸
二

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
八
番
一

号

令
和
七
年
四
月
一
日

役
職
名
氏
名

住
所

就
任
年
月
日

員
外
監

事

山
本
伸
二

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
八
番
一

号

令
和
七
年
四
月
一
日

役
職
名

氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
所

就
　
任
　
年
　
月
　
日

理
事
長

羽
賀
　
勝
之
南
巨
摩
郡
身
延
町
下
山
一
万
三
百
十

四

－

七

令
和
七
年
四
月
一
日

副
理
事
長
蘆
沢
　
忠

同
　
　
　
　
　
　
二
千
三
百
五
十
七
同

理
　
事

渡
辺
　
晶
夫
同
　
　
　
　
　
　
　
　
千
九
百
十
四
同

同

天
野
　
秀
雄
同
　
　
　
　
八
千
七
百
四
十
五

－

一
同

同

若
林
　
　
仁
同
　
　
　
　
　
八
千
八
百
十
三

－

一
同

同

遠
藤
　
芳
樹
同
　
　
　
　
二
千
四
百
七
十
三

－

一
同

同

中
村
　
英
雄
同
　
　
　
　
　
　
五
千
九
百
三
十
一
同

同

土
橋
　
　
寳
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
千
百
三
同

同

蘆
沢
み
ゑ
子
同
　
　
　
　
二
百
三
十
一

－

八
十
二
同

監
　
事

松
山
　
京
介
同
　
　
　
　
　
　
九
千
二
百
九
十
二
同

同

井
上
健
太
郎
同
　
　
　
　
　
　
五
千
九
百
二
十
三
同



山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
五
十
三
号
　
　
令
和
七
年
四
月
十
日

一
七
八

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
秋
　
　
山
　
　
　
　
　
洋

氏
名

住
所

選
挙
年
月
日

秋
山
　
洋

甲
府
市
北
口
二
丁
目
三
番
八
号

令
和
七
年
四
月
一
日

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号

山
梨
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
十
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
中
　
　
島
　
　
琢
　
　
雄

山
梨
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
三
項
第
三
号
中
「
第
二
条
第
八
項
」
を
「
第
二
条
第
九
項
」
に
、
「
第
二
十
八
条
第
三

項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
五
条
第
三
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会

◉
　
技
能
検
定
員
等
審
査
の
実
施

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
十
九
条
の
二
第
四

項
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
技
能
検
定
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
に
関
し
て
行
う
審
査
（
以
下
「
技
能

検
定
員
審
査
」
と
い
う
。
）
及
び
法
第
九
十
九
条
の
三
第
四
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
の
運

転
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
の
教
習
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
に
関
し
て
行
う
審
査
（
以
下
「
教
習
指

導
員
審
査
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委 

員 

長
　
　
飯
　
　
室
　
　
元
　
　

◉
　
県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
変
更
に
伴
う
公
告

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
の
協

議
を
行
う
に
当
た
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
（
市
川
三
郷
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）
の
変
更

後
の
土
地
改
良
事
業
計
画
の
概
要
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
縦
覧
書
類
　

変
更
後
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　

令
和
七
年
四
月
十
日
か
ら
令
和
七
年
五
月
十
三
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　

市
川
三
郷
町
役
場

四
　
意
見
書
の
提
出
方
法

こ
の
事
業
計
画
の
概
要
に
つ
い
て
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
の
最
終
日
ま
で
に
、
山
梨
県
峡

南
農
務
事
務
所
長
あ
て
書
面
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
が
次
の
と
お
り
選
挙
さ
れ
た
。

令
和
七
年
四
月
十
日

役
職
名

氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
所

就
　
任
　
年
　
月
　
日

理
事
長

羽
賀
　
勝
之
南
巨
摩
郡
身
延
町
下
山
一
万
三
百
十

四

－

七

令
和
七
年
四
月
一
日

副
理
事
長
蘆
沢
　
忠

同
　
　
　
　
　
　
二
千
三
百
五
十
七
同

理
　
事

渡
辺
　
晶
夫
同
　
　
　
　
　
　
　
　
千
九
百
十
四
同

同

天
野
　
秀
雄
同
　
　
　
　
八
千
七
百
四
十
五

－

一
同

同

若
林
　
　
仁
同
　
　
　
　
　
八
千
八
百
十
三

－

一
同

同

遠
藤
　
芳
樹
同
　
　
　
　
二
千
四
百
七
十
三

－

一
同

同

中
村
　
英
雄
同
　
　
　
　
　
　
五
千
九
百
三
十
一
同

同

土
橋
　
　
寳
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
千
百
三
同

同

蘆
沢
み
ゑ
子
同
　
　
　
　
二
百
三
十
一

－

八
十
二
同

監
　
事

松
山
　
京
介
同
　
　
　
　
　
　
九
千
二
百
九
十
二
同

同

井
上
健
太
郎
同
　
　
　
　
　
　
五
千
九
百
二
十
三
同



山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
五
十
三
号
　
　
令
和
七
年
四
月
十
日

一
七
九

2
　
技
能
検
定
員
審
査
又
は
教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
審
査
申
請
書
を
提
出
す

る
と
と
も
に
、
そ
の
受
け
よ
う
と
す
る
審
査
に
係
る
運
転
免
許
証
又
は
当
該
免
許
に
係
る
特
定
免

許
情
報
が
記
録
さ
れ
た
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
提
示
す
る
こ
と
。

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査
又
は
教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
当
該
審
査
の
種
類
に
対
応
す
る
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
資
格
者
証
又

は
教
習
指
導
員
資
格
者
証
を
提
示
す
る
こ
と
。

な
お
、
審
査
細
目
の
免
除
者
は
、
免
除
該
当
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
を
添
付
し
、
申

請
す
る
こ
と
。

一
　
審
査
の
種
類
　
大
型
自
動
車
免
許
、
中
型
自
動
車
免
許
、
準
中
型
自
動
車
免
許
、
普
通
自
動
車
免

許
、
大
型
特
殊
自
動
車
免
許
、
大
型
自
動
二
輪
車
免
許
、
普
通
自
動
二
輪
車
免
許
、
け
ん
引
免
許
、

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
及
び
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
「
技

能
検
定
員
審
査
」
及
び
「
教
習
指
導
員
審
査
」

二
　
審
査
日
時
及
び
場
所

1
　
審
査
日
時
　
令
和
七
年
五
月
十
三
日
（
火
）
か
ら
同
月
十
六
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら

午
後
五
時
ま
で

2
　
審
査
場
所
　
山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
八
百
二
十
五
番
地
　
山
梨
県
総
合
交
通
セ
ン
タ
ー

三
　
受
付
期
間
及
び
場
所

1
　
期
間
　
令
和
七
年
四
月
二
十
一
日
（
月
）
か
ら
同
月
二
十
五
日
（
金
）
ま
で

2
　
場
所
　
山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
八
百
二
十
五
番
地
　
山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免

許
課
教
習
所
指
導
係

四
　
審
査
内
容

1
　
技
能
検
定
員
審
査
　
技
能
検
定
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識

2
　
教
習
指
導
員
審
査
　
教
習
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識

五
　
審
査
手
数
料

1
　
技
能
検
定
員
審
査

㈠
　
大
型
自
動
車
免
許
、
中
型
自
動
車
免
許
及
び
準
中
型
自
動
車
免
許
　
二
万
三
千
七
百
五
十
円

㈡
　
普
通
自
動
車
免
許
　
一
万
九
千
八
百
円

㈢
　
大
型
特
殊
自
動
車
免
許
、
大
型
自
動
二
輪
車
免
許
、
普
通
自
動
二
輪
車
免
許
及
び
け
ん
引
免

許
　
一
万
四
千
四
百
五
十
円

㈣
　
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
及
び
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
　
二

万
二
千
二
百
円

2
　
教
習
指
導
員
審
査

㈠
　
大
型
自
動
車
免
許
、
中
型
自
動
車
免
許
及
び
準
中
型
自
動
車
免
許
　
一
万
五
千
百
円

㈡
　
普
通
自
動
車
免
許
　
一
万
二
千
円

㈢
　
大
型
特
殊
自
動
車
免
許
、
大
型
自
動
二
輪
車
免
許
、
普
通
自
動
二
輪
車
免
許
及
び
け
ん
引
免

許
　
九
千
九
百
五
十
円

㈣
　
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
及
び
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
　
一

万
二
千
八
百
五
十
円

な
お
、
い
ず
れ
の
審
査
手
数
料
に
つ
い
て
も
山
梨
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

六
　
そ
の
他

1
　
審
査
申
請
、
内
容
、
手
続
等
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

（
電
話
〇
五
五

－

二
八
五

－

〇
五
三
三
（
内
線
五
九
二
）
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。
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目
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番

山
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公
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令
和
七
年
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八
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